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貸したい／売りたい。
耕作農地を減らしたい。
町外に住んでいて、
耕作しない農地がある。
後継者が居ない。

借りたい／買いたい
農地を増やしたい

天塩町で農業を始めたい 閲覧
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天塩町農地情報に登録して
あなたの農地を活用しませんか？

天塩町農地情報について

このたび天塩町農業委員会では、耕作・管理が
難しくなってきた農地を借りたい人や購入したい
人向けに農業委員会のホームページ等に掲載し、
遊休農地の発生の防止、農地の有効活用をすすめ
ます。掲載希望の方は農業委員会事務局にお問い
合わせください。
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農地の売買・貸借は、原則として北海道農業公社経由
の手続きとなりました。

抵当権の抹消や、住所変更をあらかじめ済ませてください。

(自分で法務局で手続きをするか、司法書士等に依頼してください)

売買をする前に

令和7年4月からの
農業経営基盤強化促進法の改正について
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農業委員会の改選について

本年7月の任期満了に伴い、3月に農業委員の募集を予定してます。

①募集人数 ：11人（うち中立委員1人を含む）

②任期 ：令和8年7月20日から令和11年7月19日（3年間）

③業務内容 ：農業委員会の総会における農地の権利移動や

転用に係る許可の審議及び決定。

農地利用の集積、農業者からの相談対応等。

④推薦／応募：3名以上の個人による推薦

法人、団体等による推薦

個人による応募

熊スプレーの貸し出しについて
※農業者のみ対象です。

全国的な熊出没報告に伴い、天塩町営農担い手協議会では
「熊スプレー」を購入しました。

貸し出しをしますが、使用時は買い取りになります。
買い取り価格は仕入れ時の価格となります。
（現在のストック分は約16,000円です。）

現在のストックは、農協に「5つ」天塩町役場に「5つ」
ありますので、ご利用の際はご連絡ください。
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